第１号様式（第６条関係）

「みやこ杣木」供給申請書

	（あて先）京都市域産材供給協会
	年　　　月　　　日

	申請者の住所
	申請者の氏名

電話　　　　－


	平成２３年度「みやこ杣木（そまぎ）」供給事業応募要領第６条の規定により，「みやこ杣木」の無償提供を申請します。

	改修しようとする

建物の所在地
	京都市　　　区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	施工等業者名
	

	木材の引き渡し希望箇所

（ただし京都市内に限る）
	京都市　　　区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	木材の供給希望時期
	　　年　　月　　日　（□上旬，□中旬，□下旬ごろ）

	添付書類
	1 「みやこ杣木」供給申請に係る承諾書（第２号様式）
2 改修計画図面（「みやこ杣木」の使用箇所を朱書きしたもの）

3 建築現場位置図

4 「みやこ杣木」注文書（第３号様式）


第２号様式（第６条関係）

「みやこ杣木」供給申請に係る承諾書

	（あて先）京都市域産材供給協会
	年　　　月　　　日

	申請者の住所
	申請者の氏名

電話　　　　－

	施工業者の住所
	施工業者の名称及び担当者氏名
電話　　　　－


「みやこ杣木」の供給申請に当たっては，以下の供給条件に異議はありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者署名　　　　　　　　　　　　　
供給条件
1． 供給する「みやこ杣木」の規格数量
⑴　京都市域産材供給協会（以下「協会」という。）が作成した「平成２３年度供給製品参考一覧」に記載，または協会に登録している生産事業体が取扱可能な特注材で，当該建築物の改築又は内外装の改装に必要な量とし，申請書に添付された図面等で審査し決定します。
⑵　現場までの配送料を含めて最大２５万円相当の「みやこ杣木」を申請書受理順で審査し，供給します。また，応募が募集件数を上回った場合は，予算の範囲内で供給することがあります。

2． 材の引き渡し
⑴　「みやこ杣木」の供給が決定した場合は，申請者が希望する場所（但し，京都市内に限る）にて引き渡しを行います。

⑵　申請者は供給された材の品質・規格を速やかに確認し受領してください。

3． リフォームに関する条件

　⑴　供給された「みやこ杣木」の使用報告について，使用後，速やかに「みやこ杣木」使用状況報告書を用いて提出してください。最終締切は平成２４年２月２０日（協会必着）です。
　⑵　無償供給金額（最大２５万円）の２割以上は北山丸太又はその加工製品を利用してください。
　⑶　その他，別に定める審査基準に合致してください。

　⑷　平成２３年度「みやこ杣木」供給事業応募要領第５条の規定により，検査または聞取調査を協会が実施することがあります。

　⑸　供給された「みやこ杣木」で、家具類等の使用は認められません。

4． 供給された材に係る瑕疵担保責任

　⑴　供給された「みやこ杣木」は，適正に管理するように努めるとともに，受領後，速やかに使用してください。なお，供給された「みやこ杣木」が速やかに使用されなかったことにより発生する瑕疵については，協会及び京都市は責を負いません。

　⑵　協会及び京都市は，リフォーム後において供給された木材に起因する瑕疵担保責任を負いません。

5． その他

　⑴　申請者は，申請内容に変更が生じた場合は，平成２３年度「みやこ杣木」供給事業応募要領第８条の規定により，速やかに協会に変更申請し，承認を得てください。

　⑵　「みやこ杣木」の普及啓発のためのリフォーム事例としてパンフレット又はホームページ等に使用状況写真を掲載することがあります。
　⑶　以下の次項に該当する場合は，申請者は供給された「みやこ杣木」に相当する額を速やかに協会に返還していただきます。

1 申請内容に重大な虚偽が認められた場合。
2 供給された「みやこ杣木」を使用した住居を，リフォーム後５年を経過することなく解体等を行った場合（ただし，災害等，不可抗力による場合を除く）。
※平成２３年度「みやこ杣木」供給事業は，京都市の京都市内産木材供給事業を活用して実施しています。

第３号様式（第６条関係）

「みやこ杣木」注文書

京都市域産材供給協会　宛て

申請者　住　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　

　　　TEL　　　　　　　　　　　　　

平成２３年度「みやこ杣木（そまぎ）」供給事業応募要領第６条の規定により，下記の「みやこ杣木」の提供を依頼します。

	整理

番号
	供給製品参考
一覧番号.※
	部材名
	樹種・等級
	寸　　法
	数　　量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


※平成２３年度供給製品参考一覧に記載されていない規格の場合は「 eq \o\ac(○,特)」と記載してください。その他御不明な点は，京都市域産材供給協会（０７５－４０６－２６７１）へ御相談ください。

施工業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（TEL）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

供給希望場所及び時期　　　　年　　　月　　　日（□上旬　□中旬　□下旬）　

第４号様式（第８条関係）

「みやこ杣木」供給申請に係る変更承認申請書
	（あて先）京都市域産材供給協会
	年　　　月　　　日

	申請者の住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地）
	申請者の氏名

電話　　　－


	平成２３年度「みやこ杣木」供給事業応募要領第８条の規定により，申請内容の変更承認を申請します。

	供給決定年月日
	年　　　月　　　日

	変更の内容
	

	変更の理由
	

	供給対象事業費
	変更前

変更後

増減額


第５号様式（第１０条関係）
事業実施報告書

	（あて先）京都市域産材供給協会
	年　　　月　　　日

	申請者の住所
	申請者の氏名

電話　　　－


	平成２３年度「みやこ杣木（そまぎ）」供給事業応募要領第１１条の規定により，供給された「みやこ杣木」の使用状況を報告します。

	供給決定年月日
	年　　　月　　　日

	改修した建物の所在地
	京都市　　　　区　　　　　　　　　　　　　　　

	施工業者名
	

	完成確認検査

希望時期
	　　年　　月　　日　（□上旬，□中旬，□下旬ごろ）

	添付書類
	「みやこ杣木」使用状況写真（第６号様式）


※第６号様式の提出に当たっての注意点

⑴　リフォームされた部屋等ごとに，施工前，施工後ともに同一箇所と分かる全景写真を添付してください。
⑵　供給された全ての部材について，施工前，施工後ともに同一箇所と分かる写真を添付すること。１枚に収まらない場合は，同様形式で追加してください。

⑶　写真は，Ｌ判サイズ（データの貼付の場合は，８９ｍｍ×１２７mm程度）で提出してください。
第６号様式（第１０条関係）

「みやこ杣木」使用状況写真

	平成２３年度「みやこ杣木（そまぎ）」供給事業応募要領第１０条の規定により，供給された「みやこ杣木」の使用状況写真を提出します。

	【全景１】

	写真貼付欄
⑴　施工前，施工後ともに同一箇所と分かる写真を貼付してください。
⑵　写真はＬ判サイズ（データの貼付の場合は，８９ｍｍ×１２７mm程度）で貼付してください。



第６号様式（第１０条関係）

「みやこ杣木」使用状況写真

	平成２３年度「みやこ杣木（そまぎ）」供給事業応募要領第１０条の規定により，供給された「みやこ杣木」の使用状況写真を提出します。

	【部材使用状況】※全景１で使用した部材について，同一箇所と分かる部材ごとの施工前（施工予定箇所），施工後の写真を添付してください。

	使用部材　　　　　　　　　　　　　　使用箇所　　　　　　　　
	注文書整理番号
	

	写真貼付欄

⑴　供給された全ての部材のうち，全景１で使用した部材全てについて，施工前，施工後ともに同一箇所と分かる写真を貼付してください。
⑵　写真はＬ判サイズ（データの貼付の場合は，８９ｍｍ×１２７mm程度）で貼付してください。
⑶　１枚に収まらない場合は，同様形式で追加してください。



第６号様式（第１０条関係）

「みやこ杣木」使用状況写真

	平成２３年度「みやこ杣木（そまぎ）」供給事業応募要領第１０条の規定により，供給された「みやこ杣木」の使用状況写真を提出します。

	【全景２】※複数個所を施工した場合，２箇所目以降はこちらと同様形式で提出してください。

	写真貼付欄
⑴　施工前，施工後ともに同一箇所と分かる写真を貼付してください。
⑵　写真はＬ判サイズ（データの貼付の場合は，８９ｍｍ×１２７mm程度）で貼付してください。



第６号様式（第１０条関係）

「みやこ杣木」使用状況写真

	平成２３年度「みやこ杣木（そまぎ）」供給事業応募要領第１０条の規定により，供給された「みやこ杣木」の使用状況写真を提出します。

	【部材使用状況】※全景２で使用した部材について，同一箇所と分かる部材ごとの施工前（施工予定箇所），施工後の写真を添付してください。

	使用部材　　　　　　　　　　　　　　使用箇所　　　　　　　　
	注文書整理番号
	

	写真貼付欄

⑴　供給された全ての部材のうち，全景１で使用した部材全てについて，施工前，施工後ともに同一箇所と分かる写真を貼付してください。
⑵　写真はＬ判サイズ（データの貼付の場合は，８９ｍｍ×１２７mm程度）で貼付してください。

⑶　１枚に収まらない場合は，同様形式で追加してください。



裏面へ続きます。


























